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重点推進施策 流域の雨水貯留機能の向上の推進

「流域の雨水貯留機能の向上」に向けて、
1つでも多くの取組を推進しよう！

令和７年６月荒川水系（東京ブロック）流域治水協議会 幹事会において位置付け

■当面の目標
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
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凡例 ●：実施済み、○：R7年度実施中、△：R7年度以降実施予定、 －:実施予定なし、 ：取組機関対象外

※減災対策協議会の取組内容は一つでも実施していれば、実施している取組とする(●、○、△のいずれか記入)

３）流域の雨水貯留機能の向上

1 校庭貯留 ○ － － － － － － － － △ － ○ △ ● － － ○ － － － － － － － － － － ● ● － － － －

2 雨水貯留施設の整備（建物内の雨水貯留施設、住宅等における各戸貯留） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

3 浸透性舗装 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － ○ ○ ○ － ○ －

4 一定規模以上の開発行為に対する雨水貯留・浸透施設の設置義務づけ、指導 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 自然地の保全 ○ － － － － － － － － － － － － － － － － ○ － － － － － － － ○ ○ － ○ ○ － － －

6 グリーンインフラ（公園緑地の整備、施設の緑化等（水害対策も実施）） ○ － － － － － － － ○ ○ ○ ○ △ － － － ○ ○ － ○ ○ ○ － － － ○ ○ － ○ ○ － － －

7 道路下の雨水貯留浸透施設 － － － － － － － － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － △ － ○ ○ － － ○ －



重点推進施策 流域の雨水貯留機能の向上の推進

2

事例紹介
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＜水防法改正のリーフレット＞

重点推進施策 要配慮者施設における避難確保計画作成

• 流域治水プロジェクトの取組のうち、代表的な取組について指標を活用して、見える化
• 要配慮者施設における避難確保計画の作成・訓練の実施については、平成２９年６月の水防法等の

改正により義務化されている。
• また、令和３年７月の水防法等の改正では、区市町村への避難訓練実施の報告が義務化されている。

5

＜計画作成等の各種参考資料＞

～略～

市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該
要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければな
らない。～略～

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑
かつ迅速な避難の確保のための訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。～略～

＜水防法 第十五条の三 条文（抜粋）＞

■避難確保計画作成の作成・訓練実施の義務化

令和７年度の重点推進施策の１つ（ソフト）として、「要配慮者利用施設における避難確
保計画作成の推進」を、令和７年度６月荒川水系（東京ブロック）流域治水協議会 幹事
会において位置付けた。
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～（参考）全国における避難確保計画の作成状況～

引用：国土交通省ＨＰ
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■荒川水系（東京ブロック）流域治水協議会における避難確保計画の作成状況

全国平均 = ８８％ ＞ 荒川水系（東京ブロック）平均 = ８５．４％
（令和７年９月時点）

避難確保計画作成率が全国平均より約２．６％低い

○全国における避難確保計画の作成状況との比較

全国平均値=88%

避難確保計画作成状況の自治体別比較（令和７年９月時点）



電話による直接指導を実施している。

Best Practices

重点推進施策 避難確保計画の作成
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■各自治体の工夫や課題解決策
１．作業の省力化 フォーマット作成（ひな形、マニュアル作成）

２．直接の呼びかけ 電話、メール、書面等を用いた定期連絡

中野区（９６％）

江東区（９２％）

豊島区（１００％）

新たに設立された施設や計画が未策定の施設に対して策定の依
頼文の送付。

最低限の必要事項を記入すれば避難確保計画が完成するフォー
マットを作成（防災担当部署だけでなく、関係する各施設管理部
署からも作成について案内）

板橋区（９６％）
メール・郵送での依頼と併せて電話での直接説明を実施している。


